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気候変動適応における熱中症の位置付け

気候変動適応計画（令和３年10月22日閣議決定）の概要より抜粋
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熱中症による救急搬送人員と死亡者の状況

例年４～５万人前後の救急搬送人員が発生

熱中症による救急搬送人員の状況

平成30年から令和２年まで、３年連続1,000人を超えている

熱中症による死亡者の状況

出典：人口動態統計※令和３年の値は6月～9月概数出典：消防庁
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熱中症による死亡者の状況 ５年移動平均（全国）
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出典:人口動態統計より環境省が作成H：平成（年） R：令和（年）
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環境大臣

熱中症対策行動計画とは

関係府省庁が連携し政府が一体となって熱中症対策に取り組むため、
熱中症対策推進会議により策定された計画

熱中症対策推進会議

第１回：令和３年３月25日 熱中症対策行動計画の策定

第２回：令和３年７月２日 令和３年夏に向けた政府の取組について

第３回：令和４年４月13日 熱中症対策行動計画の改定について

議 長 環境大臣

副議長 環境大臣が指名する環境副大臣

構成員 内閣官房孤独・孤立対策担当室長

内閣府大臣官房審議官（防災担当）

消防庁審議官

文部科学省総合教育政策局長

厚生労働省健康局長

農林水産省大臣官房生産振興審議官

経済産業省大臣官房技術総括・保安審議官

国土交通省総合政策局長

観光庁審議官

気象庁大気海洋部長

環境省大臣官房環境保健部長

環境大臣を議長として11府省庁で構成された会議

これまでの開催
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熱中症対策行動計画（概要）

・熱中症による死亡者数ゼロに向けて、2030年までの間、令和３年に引き続き死亡者数が年1,000人を超
えないようにすることを目指し、顕著な減少傾向に転じさせる。

・顕著な高温が発生した際に、死亡者数を可能な限り減らすことを目指す。

・「熱中症警戒アラート」などに基づき、国民、事業所、関係団体などによる適切な熱中症予防行動のより
一層の定着を目指す。

１.重点対象分野

（１）地域における連携強化
・地方公共団体を中心とした地域住民の熱中症予防行動を促進し、また、高齢者等の熱中症弱者への地域での見守りや声かけが実施されるよう、地域の団体や民間企業と連
携を促進します。

（２）産業界との連携強化
・熱中症に関連した様々な商品やサービスの開発について、民間企業の技術開発や事業展開の後押しを通じた市場の拡充が、熱中症対策の一層の推進につながるよう、産業
界との連携を強化するとともに、エアコンについては、再生可能エネルギー等の活用といった脱炭素の観点も組み入れた普及促進を図ります。

２.連携の強化

３.広報及び情報発信の強化

令和４年４月13日改定

熱中症予防強化キャンペーン：「熱中症予防強化キャンペーン」（毎年4月～9月）を、関係府省庁と連携して広報を実施します。

熱中症警戒アラート：「熱中症警戒アラート」について、データ検証を行い、精度向上に努めるとともに、効果的な発信の在り方を検討し、関係府省庁が連携して
多様な媒体や手段で国民に対して情報共有を実施します。

＜ 中期的な目標 ＞

＜令和４年夏の目標＞

（１）高齢者等の屋内における熱中症対策の強化
・昨今の世界情勢に伴う電気料金や安定的な電力供給への影響が懸念される中、エアコンを適切に利用し、熱中症予防行動につなげることが重要であり、熱中症対策に関す
る知見を、高齢者等の視点に立って伝わりやすいように包括的に取りまとめ、地方公共団体や民間企業等の協力も得ながら、各府省庁連携して様々なルートを通じてワン
ボイスで伝えます。

（２）管理者がいる場等における熱中症対策の促進
・教育機関（学校現場内外）、社会福祉施設、仕事場、農作業場、スポーツ施設、イベント会場、避難所等の現場において、熱中症警戒アラートの活用や、暑さ指数の測
定・活用などにより、各現場に応じた熱中症対策をより一層徹底するとともに、体育館等の公共施設におけるエアコンの整備を促進します。

（３）地方公共団体による熱中症対策の取組強化
・地域における熱中症警戒アラートの活用や関係部署・機関との連携の強化を促すとともに、地域における熱中症対策の優れた取組事例の周知を行います。

（４）新型コロナウイルス感染症対策と熱中症対策の両立
・マスク着用と熱中症の関係などを含めた、「新しい生活様式」における熱中症予防について、研究調査分析を進め、十分な科学的知見を得ながら、新しい知見を随時盛り
込んだ対応策の周知を徹底します。

（５）顕著な高温の発生に備えた対応
・地球温暖化に伴う顕著な高温のリスクが高まる中、関係機関が連携して、事前の計画の策定や暑さから避難する場所の確保等、地域において住民の命と健康を守るための
体制整備を支援します。
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